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無効審判においてなされた訂正請求が誤訳の訂正に当たらず
訂正を認めるべきではないとして審決が取り消された事例

１．事案の概要

（１） 特許庁における手続きの経緯等

　被告は平成25（2013）年６月13日〈パ

リ条約に基づく優先権主張外国庁受

理、平成24（2012）年６月18日および

同年７月４日、いずれもドイツ国〉を

国際出願日とする特許出願をし、平成

30年４月27日、特許第6328108号（本

件特許）として設定登録を受けた。

　原告は平成31年４月３日、本件特

許の請求項１ないし16の発明を無効

にすることを求めて審判の請求をした

（無効2019-800027号）。

　被告は令和元年７月16日付で訂正

請求をした（前件訂正請求）。前件訂

正請求は、明細書については、段落

【0007】に係る誤訳の訂正を理由とす

る訂正を求めるのみであった。

　特許庁は令和２年３月27日、訂正

を認める、本件審判の請求は成り立た

ないとの審決（前件審決）をした。

　これに対し、原告は令和２年７月

27日、前件審決の取り消しを求める

審決取消訴訟（前訴）を提起した。

　知的財産高等裁判所は令和３年12

月15日、前件訂正請求によって訂正

された本件特許発明が甲５発明に基づ

いて当業者が容易に発明できたもので

はないとした前件審決の判断には誤り

があるとして、前件審決を取り消す旨

の判決（前訴判決）をし、同判決は確

定した。

　前訴判決の確定により事件が再び特

許庁に係属したところ、被告は令和４

年３月９日、本件特許の特許請求の範

囲を訂正する旨の訂正請求をした。こ

れにより、前訴判決が判決の基礎とし

た前件訂正請求は、取り下げられたも

のとみなされた。

　被告は令和５年３月31日付で審決

の予告を受け、訂正の請求の機会を得

たことから、令和５年７月４日、本件

特許の特許請求の範囲および明細書

（段落【0007】、【0008】および【0035】）

を訂正する旨の訂正請求をした（本件

訂正請求）。なお、本件訂正請求により、

前記令和４年３月９日の訂正請求は、

取り下げられたものとみなされた（取

下みなし訂正請求）。

　特許庁は令和６年７月23日、本件

訂正を認めたうえで本件審判の請求は

成り立たないとの審決（本件審決）を

した。

（２） 本件訂正前の請求項１の記載

　（１Ａ）車両のシートに取り付けるた

めの、子供又は乳児用のチャイルド

セーフティシートであって、（１Ｂ）子

供又は乳児を支持する支持部と、（１

Ｃ）前記支持部のための構造要素とし

てのシートシェルと、（１Ｄ）前記シー

トシェルの外側で前記シートシェルに

取り付けられる側面衝突保護部と、を

有し、（１Ｅ）前記支持部は前記シート

シェルの内側にあり、（１Ｆ）前記側面

衝突保護部は、前記シートシェルの前

記外側から突出する方向に〔前記チャ

イルドセーフティシートの〕所定の幅

の中に位置する休止位置から、〔前記

チャイルドセーフティシートの〕前記

所定の幅の外に位置する機能位置に、

及び前記機能位置から前記休止位置に

移動可能であり、（１Ｇ）前記側面衝

突保護部は、前記チャイルドセーフ

ティシートが前記車両の前記シートに

取付けられた状態において、前記車両

の側部から前記チャイルドセーフティ

シートに伝わる横からの力が前記シー

トシェルに導かれるように、配置され

る、（１Ｈ）チャイルドセーフティシー

ト（〔 〕内は前件訂正に係る訂正事項）。

（３） 本件訂正の概要

　本件訂正の主な訂正事項は、前件訂
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正に加えて、さらに構成要件１Gを「前

記側面衝突保護部は、力方向転換装置

として、前記チャイルドセーフティ

シートが前記車両の前記シートに取付

けられた状態において、前記車両の側

部から前記チャイルドセーフティ 

シートに伝わる横からの力を子供の体

に直接的に伝達するのではなく前記

シートシェルに導くように、配置され

る」（下線は訂正箇所）とするもので

ある。

（４） �原告の主張する本件審決の取消

事由

　原告は、甲５発明に基づく進歩性判

断の誤り（取消事由１）と本件訂正に

ついての訂正要件の判断の誤り（取消

事由２）を主張した。

　以下、取消事由２に絞って説明する。

２．当事者の主張

（１） 原告の主張

　「審判便覧……では『「誤訳の訂正」

とは、翻訳により外国語書面における

意味とは異なる意味を有するものと

なった記載（誤訳）を、外国語書面に

おける意味を表す記載に訂正すること

をいう。』とされている。つまり、誤

訳の訂正としては、『外国語書面にお

ける意味とは異なる意味を有するもの

となった記載（誤訳）を、外国語書面

における意味を表す記載に訂正する』

ことだけが認められ、それ以外の内容

で訂正することは認められない。

　被告は、……訂正前の内容が逐語訳

であったことを認めるとともに（外国

語書面における意味とは異なる意味を

有するものとなってはいなかったこと

を認めるとともに）、前後の文脈を考

慮し、意図的に意味内容を変更して翻

訳したことを認めている」

（２） 被告の主張

　「被告は、段落【0008】に関する訂

正事項７の一部として、『子供の側部

から直線的に離れて、子供の体に入る

代わりに』という記載を、『子供の体

に直接的に伝達するのではなく、子供

の体のそばを通り過ぎて』という記載

に訂正した。

　これは『直線的』という単一の訳語

のみに着目し、それ自体が誤訳だった

ために『直接的』という訳語に訂正し

たものではなく、この訂正は、全体と

して意味内容がより原文に忠実となる

ことを目的としたものであり、この意

味での誤訳の訂正である」

３．裁判所の判断

（１） 本件訂正前発明１の意義

　「本件訂正前発明１の重要な態様は、

伝達又は力又はエネルギーが子供の体

に直接衝撃を与えないが、代わりに子

供の体から離れて及びシートシェルに

導かれるような方法でシートシェルに

取り付けられる側面衝突保護部にあ

り、これを、チャイルドセーフティシー

トの座部領域より上や背部に、配置し、

これにより、そのようにすることで、

ベースに取り付けられるチャイルド

セーフティシートの転倒が、効果的に

防止され、また、子供は側面衝突の影

響の到達範囲におらず、代わりに、チャ

イルドセーフティシートの構造要素、

すなわちシートシェルがあり、した

がって子供への直接のエネルギー伝達

が構造的に回避されるものである」（下

線は判決で付されたもの）

（２） �取下みなし訂正請求の訂正事項

に関する被告の主張

　取下みなし訂正請求の「請求書にお

いて、訂正事項ⅩⅡの訂正の理由につ

いて、……『「さらに、衝突の際に発

生し得る横からの力を子供の体に直線

的に導くのではなく、直線的な子供の

体の周りを迂回して、減衰特性を有す

るシートシェル内へと導く力偏向装置

としても働く」旨が明らかである。』

と主張していた」。

　「被告は、誤訳の訂正を理由とする

取下みなし訂正請求の訂正事項ⅩⅡに

おいて、本件該当原文……の２か所の

『linear』という文言を『直線的』と

訳すことを内容に含む訂正を求めてい

たと認められる」

（３） 取消事由２についての検討

　「誤訳の訂正を目的とする訂正を認

めた趣旨に照らすと、誤訳の訂正とは、

翻訳により生じた記載上の誤りを、原

文の記載内容をもとに訂正するものを

いい、その他特許法134条の２第９項

で準用される同法126条５項、同条６

項等の訂正要件を満たすものに限り、

許されるものと解される」

　「誤訳の訂正に当たるためには、①

国際出願日における国際出願の明細

書、（特許）請求の範囲又は図面……

の記載と、設定登録時……の明細書、

特許請求の範囲又は図面の記載の意味

が、翻訳の誤り（誤訳）により異なる

こと、②訂正後の記載は、原文の記載

の意味を表すものとして、両記載の意
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味が一致すること、の二つの要件を満

たすことが必要であると解される」

　「これを本件についてみると、本件

訂正に係る訂正事項７における訂正

は、原文……における『linear』が『直

線的』と翻訳されていた本件訂正前の

本件明細書等の段落【0008】の記載を、

本件訂正により、誤訳の訂正を目的と

して『直接的』 とする訂正事項を含む

ものであった……。被告は、……上記

訂正事項に関し、『直線的』という単

一の訳語のみに着目し、それ自体が誤

訳だったために『直接的』という訳語

に訂正したものではなく、全体として

意味内容が原文に忠実となることを目

的としたものであると主張している。

　 し か し な が ら、 辞 書 に よ れ ば、

『linear』は、『１ａ）直線状の、線状の』

という意味を有すると認められる

……。そして、……誤訳の訂正を理由

とする取下みなし訂正請求の訂正事項

ⅩⅡにおいて、本件該当原文……の２

か所の『linear』という文言を『直線的』

と訳すことを明示的に内容に含む訂正

を求めており、それが原文の正しい翻

訳である旨を主張していたところであ

る。このような事情に鑑みれば、原文

の『linear』という文言を明細書にお

いて『直線的』と訳した場合に、原文

の記載と明細書の記載の意味が異なる

とは認められない」

　「なお、本件明細書等の段落【0008】

には、本件訂正に係る『直接』の語の

ほかに、本件訂正と関連しない部分に

『子供の体に直接衝撃を与えない』と

の記載があり、この部分の『直接』に

該当する部分の原文は、『unmittelbar』

である。……このように原文……の

『unmittelbar（e）』 を『 直 接（ 的 ）』、

『linear』を『直線的』と訳していた

ものとして本件明細書等の記載は整合

が取れていたものである」

　「本件審決は、訂正事項７が適法で

あることを示す箇所において、本件明

細書等の段落【0019】の記載を参酌

する旨説示し」ていた。

　「明細書の記載の訂正が誤訳の訂正

に当たるか否かを判断するために必要

なのは、訂正の対象となっている当該

記載部分に該当する原文の記載部分の

意味、訂正前の当該記載部分の意味及

び訂正後の当該記載部分の意味であっ

て、訂正の対象となっている当該記載

部分以外の明細書の記載を参照する余

地は基本的にないというべきである」

　「訂正事項７は、被告の主張によれ

ば、同訂正に係る『力方向転換装置』

との関係で『直接的』と訂正すること

を意図するものであるところ、本件訂

正前の『直線的』は、異なる構成間で

の力の伝わり方、即ち力の方向を規定

するものであり、力の方向に係る装置

……と関連するものと理解できるとこ

ろ、これを『直接的』と訂正すること

は、……力の伝達経路の形態に関する

ものとして、力の伝達の態様に関する

記載を追加するものと解される」

　「そのため、当該部分の表現を『直

線的』とするのと『直接的』とするの

では、概念が異なるものであって、誤

訳の訂正には当たらないほか、本件審

決は否定しているものの……、実質上

特許請求の範囲を拡張ないし変更する

ものにも当たり得る」

４．考察

　裁判所は、誤訳の訂正が認められる

ためには、①原文と訂正前翻訳文の意

味が異なっていること、②原文と訂正後

翻訳文の意味が一致することの２つの要

件を満たす必要があると判示しました。

　そのため、誤訳の訂正に当たるか否

かの判断は、訂正の対象となっている

該当箇所の原文と訂正前翻訳文と訂正

後翻訳文の三者を対比すればよいこと

になります。訂正の対象とは異なる箇

所の明細書の記載を根拠に、訂正の適

法性を論じた本件審決は不適切と言わ

ざるをえないでしょう。

　なお、仮に訂正の対象と異なる箇所

の明細書の記載との整合性を図るため

に明細書を訂正する必要があるのであ

れば、「明瞭でない記載の釈明」を理

由とする訂正が考えられます。しかし、

「直線的」は力の方向を規定するもの

であるのに対し、「直接的」は力の伝

達経路の形態に関するものであって意

味が相違するため、本件訂正は「実質

上特許請求の範囲を拡張し、又は変更

するもの」（特許法134条の２第９項

で準用する126条６項）に該当するお

それがあり、それも難しいでしょう。
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